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【ゆきみち緊急情報】（記者発表） 山形河川国道事務所

酒田河川国道事務所

国道１１２号通行止めに関する防災情報（第１報）

（全面通行止め）

■通行止め開始

平成２７年 ２月１１日 １９時４０分頃

■全面通行止めする区間

区間：山形県西村山郡西川町本道寺地内～山形県鶴岡市上名川地内

延長：約３９ｋｍ

■迂回のお願い

国道４７号または、国道１１３号を迂回ください。

【発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会、エフエム山形、酒田エフエム、コミュニティ新聞社】

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 ＴＥＬ０２３（６８８）８４２１

副所長（道路担当） 大場 義行 （内線 ２０５）
お お ば よしゆき

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所

〒998-0011 酒田市上安町1-2-1

ＴＥＬ ０２３４－２７－３３３１（代表）

道路管理課長 加藤 恒

国道１１２号の山形県西村山郡西川町道行沢地内において、雪崩１ヶ所（延長２０ｍ、幅８ｍ、

高さ１．５ｍ）による交通障害が発生したため、現在、国道１１２号が通行止めとなっています。

詳しい情報が入り次第、引き続きお知らせします。


